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リサイクル燃料備蓄センターにおけるトラブル等対応要領 

 

第１ 目的 
  この要領は、青森県、むつ市及びリサイクル燃料貯蔵株式会社の間におい

て、リサイクル燃料貯蔵株式会社がリサイクル燃料備蓄センターで行う使用
済燃料等の取扱いに当たってのトラブル等の対応等について定め、協定の運
用を円滑に行うことを目的とする。 

第２ 用語の定義 
 この要領に定める「トラブル」とは、別紙１「リサイクル燃料備蓄センター
におけるトラブル等発生時の連絡・公表基準」に定めるものとし、「操業情報」

とは、別紙２「リサイクル燃料備蓄センターにおける操業情報の公表等」に定
めるものとする。 

第３ 協力会社も含めたトラブルの対応 

１ リサイクル燃料備蓄センター長（以下「センター長」という。）は、協力会
社も含めた社員に対し、トラブルの未然防止及び発生時の対応のために必要
な教育訓練を行うものとする。 

２ センター長は、トラブルが発生した場合には、協力会社とも連携を図り、連
絡、公表、トラブルの軽重（緊急性及び環境への影響の有無等）に応じた措置、
原因究明及び対策について、適切に対応するとともに、適時的確な対外説明を

行うものとする。 
３ センター長は、トラブルの原因及び対策について、協力会社も含めた社員に

対し、周知徹底を図り、トラブルの再発防止に努めるものとする。 

第４ トラブルの連絡及び公表 
 センター長は、トラブルが発生した場合には、別紙１「リサイクル燃料備蓄
センターにおけるトラブル等発生時の連絡・公表基準」及び別紙３「リサイク

ル燃料備蓄センターにおけるトラブルの連絡・公表体制」に基づき、電話及び
ファクシミリ等により、トラブルの状況及び講じた措置等について、青森県危
機管理局原子力安全対策課長、青森県原子力センター所長及びむつ市防災安

全課長に連絡するとともに、公表するものとする。 

第５ トラブルの対外説明 
 センター長は、必要に応じて用語解説や図を付ける等、分かりやすい内容で

適時的確に対外説明を行うとともに、地域住民から質問等があった場合には、
適切に対応するものとする。 

第６ 操業情報に係る対応 

 センター長は、リサイクル燃料備蓄センターに係る操業情報について、別紙
２「リサイクル燃料備蓄センターにおける操業情報の公表等」に基づき、適切
に対応するとともに、必要に応じて、適時的確な対外説明を行うものとする。 

第７ マニュアルの作成等 
  センター長は、トラブル事例集やトラブル事象が発生した場合における協
力会社との連携体制、トラブル事象に応じた連絡及び公表のマニュアル、トラ
ブル事象に応じた復旧措置、原因分析及び対策並びに対外説明のマニュアル
を定めるとともに、当該マニュアルが実地に有効に機能することを確認する
ための模擬訓練の実施及びその公表等を行い、実施結果についてはマニュア
ルに反映させるものとする。 



第８ 要領の改定 
本要領は、随時検討を加え、必要があると認める場合は青森県、むつ市及び

リサイクル燃料貯蔵株式会社が協議のうえ改定するものとする。 
  

附 則 

 この要領は、令和６年８月９日から施行する。  



別紙１ 

リサイクル燃料備蓄センターにおけるトラブル等発生時の連絡・公表基準 

（注）「火災」については、実火災に限る（明らかな火災報知機の誤発報は除く） 

連絡区分 公表区分 事  象 事 象 例 

夜間・休祭日を問わず

直ちに連絡する情報 

（直ちに情報 

（Ａ情報）） 

○安全協定報告事象 

 

○社会的影響の出る

おそれのある事象 

夜間・休祭日を問わず

速やかにプレス公表 

（ホームペ一ジにもプレ

スリリースとして掲

載） 

① 安全協定第 12条「異常時における連絡等」

の報告対象事象 

(別添１) 

リサイクル燃料備蓄センター周辺地

域の安全確保及び環境保全に関する

協定書 第 12 条及び同協定の運用に

関する細則第７条 

(別添２) 

使用済燃料の貯蔵の事業に関する規

則 第 43 条の 13（事故故障等の報告） 

（別添３） 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律第 62 条の 3 の規定

に基づく使用済燃料の貯蔵の事業に

関する規則第43条の13の規定による

原子力規制委員会への事故故障等の

報告に関する解釈 

1) 事故等により使用済燃料を収納した金属キャスクの受入れを停止したとき又は停止することが

必要となったとき 

2) 放射線業務従事者に対して被ばくに伴う医療上の措置を行ったとき 

3) 使用済燃料を収納した金属キャスクの輸送中に事故が発生したとき 

4) リサイクル燃料備蓄センター敷地内で火災が発生したとき（使用済燃料貯蔵建屋及び貯蔵管理

に関係する建物における火災及び使用済燃料貯蔵建屋に延焼するおそれのある火災）（注） 

5) 事故等により使用済燃料を収納した金属キャスクを搬出することが必要となったとき 

6) 使用済燃料の盗取又は所在不明が生じたとき 

7) 施設の故障があった場合において、当該故障に係る修理のため特別の措置を必要とするとき 

8) 施設の故障により、使用済燃料等を限定された区域に閉じ込める機能、外部放射線による放射線

障害を防止するための放射線の遮蔽機能、使用済燃料等の崩壊熱を除去する機能若しくは使用

済燃料貯蔵施設における火災若しくは爆発の防止の機能を喪失し、又は喪失するおそれがある

とき 

9) 不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあったときであって、

当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあっては５ミリシーベルト、放射線業務従事

者以外の者にあっては 0.5 ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき 

10) 放射線業務従事者の法令限度を超えた被ばく又はそのおそれがあるとき（法令限度：実効線量で

５年間で 100 ミリシーベルトかつ１年間で 50 ミリシーベルト等） 

11) リサイクル燃料備蓄センターが直接の原因となった人の障害が発生し、又は発生するおそれがあ

るとき（放射線障害以外のもので入院治療を必要としないものを除く） 

② 社会的関心の大きい事象 1) 地震、台風等により施設に影響があったとき 

2) 大きな異常音、異常臭、煙等が発生したとき（事前に連絡しているものを除く） 

3) 使用済燃料の貯蔵管理に影響しない火災（事務棟等での火災等）が発生したとき（注） 

4) 油、薬品等が敷地外へ流出したとき 

5) リサイクル燃料備蓄センターに起因しない死亡事故が発生したとき（事務棟での転倒死亡事故

等（病気による死亡は徐く）） 

○緊急性はないが上

記に準ずる事象 

速やかにプレス公表だ

が、事象発見が夜間の

場合には原則として翌

朝にプレス公表 

③ 放射性物質による床・壁等の汚染が確認

されたとき 

1) 床・壁等で、法令に定める表面汚染密度限度の１０分の１を超えるような汚染を発見したとき 

④ 事業所内の消防法に基づく危険物の流出 1) 軽油貯蔵タンク(地下式)から軽油が流出したとき 

⑤ 金属キャスクの受入確認時等における異

常 

1) 金属キャスクの受入作業時において異常が確認されたとき 

原則として同上だが

事象発見が夜間の揚

合には翌朝に速やか

に連絡する情報 

（速やか情報 

（Ｂ情報）） 

○事象の進展又は状

況の変化によって

は、安全協定報告

対象又は社会的影

響がおそれのある

事象等 

原則として翌日の午後

にホームページに掲載

（ただし、翌日が休祭

日の場合には翌勤務日

に掲載） 

① 基本的安全機能を有する施設以外の主要

な設備の故障 

1) 搬送台車又は受入区域天井クレーンで車軸の破損（折損）を確認したとき 

 

② 貯蔵監視データ指示値の有意な変動のう

ち、特に連絡を要するもの 

1) エリア放射線モニタが有意に上昇したとき（高警報が発報した場合（誤作動を除く）） 

原則として平日の勤

務時間内に連絡する

情報 

（お知らせ情報 

（Ｃ情報）） 

○「直ちに情報」、「速

やか情報」には該

当しない軽度な不

具合等、特に連絡

を要する事項 

同 上 ① 貯蔵管理上又は環境保全上重要な機器の

軽度な故障 

1) 使用済燃料を収納した金属キャスクの取扱い中に、搬送台車又は受入区域天井クレーンが停止

したとき（短時間の場合を除く） 

2) モニタリングポスト 1 台が故障したとき 

② 管理区域内での水の想定外の漏えい 1) 管理区域内で非放射性水の 200 リットル以上の漏えいがあったとき。（結露水は除く） 

 ③ 業務上の災害により病院に行ったとき 1) リサイクル燃料備蓄センターに係る業務上の災害で病院へ行ったとき 



操業状況 

別紙２ 

 

リサイクル燃料備蓄センターにおける操業情報の公表等 

 

情報提供区分 公表区分 内 容 

 

 

（日報） 

 

 

 

ホームページにリアルタイ

ムで掲載 

 

 

〇操業状況 

 ・放射線監視状況 

 

 

（月報） 

月１回定期的に情報

提供 

 

 

毎月集約してホームページ

に掲載 

 

 

○貯蔵建屋の「受入れ区域」「貯

蔵区域」における金属キャス

クの数量 

○作業状況 

○作業実績等 

○不適合発生状況 

お知らせ情報（Ｃ情報）に至ら

ないごく軽度な機器故障 

・部品の交換、補修

を要するごく軽度

な機器故障（定期

交換部品・消耗品

の交換による補修

を除く） 

 

 
 
 
 
 
 
 

操業状況 



技術班長 

（連絡責任者） 

 
別紙３ 

リサイクル燃料備蓄センターにおけるトラブルの連絡・公表体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

下北消防本部 

情報班長 
原子力安全対策課 

原子力センター 
県 

防災安全課 市 

隣接町村 

連絡（火災の場合） 

連
絡 

連絡 

受信確認 
広報班長 

災害対策本部長 社長 

プレス公表の場合 

非常対策本部 

災害対策本部長（センター長） 

・プレス公表決定 

広報班（地域交流部長 他） 

・プレス公表文の作成 

・発表時刻の調整 

報道対応者 行政対応者 

記者会 他 県、むつ市 他 

プレス公表 資料提出 

災害対策組織各班 

・現場の情報収集 

・事象収束作業 

・社外説明資料 

情報伝達 

情報共有 

相互支援 

総務班長 

 災害対策本部 

発見者 



別添１ 

 

リサイクル燃料備蓄センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書 

 

第 12 条第１項 

丙は、次の各号に掲げる事態が発生したときは、甲及び乙に対し直ちに連絡

するとともに、その状況及び講じた措置を速やかに文書により報告するものと

する。 

（１） 備蓄センターにおいて事故等が発生し、使用済燃料の受入れを停止した

とき又は停止することが必要となったとき。 

（２） 放射線業務従事者の線量が、法令で定める線量限度を超えたとき又は線

量限度以下であっても、その者に対し被ばくに伴う医療上の措置を行っ

たとき。 

（３） 使用済燃料の輸送中に事故が発生したとき。 

（４） 丙の所持し、又は管理する放射性物質等が盗難に遭い、又は所在不明と

なったとき。 

（５） 備蓄センター敷地内において火災が発生したとき。 

（６） その他異常事態が発生したとき。 

（７） 前各号に掲げる場合のほか国への報告対象とされている事象が発生し

たとき。 

 

リサイクル燃料備蓄センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する 

協定の運用に関する細則 

 

第７条第 1 項、第２項  

協定書第 12 条第１項第６号に規定する異常事態とは、放射性物質等の取扱

いに支障を及ぼす事故、故障をいう。 

２ 協定書第12条第１項第７号に規定する国への報告対象とされている事象は、

「原子炉等規制法」に基づき報告対象とされている事象をいう。                                                                  

  



別添２ 

 

使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 

 

（事故故障等の報告） 

第 43 条の 13 

 法第六十二条の三の規定により、使用済燃料貯蔵事業者（旧使用済燃料貯蔵事

業者等を含む。次条及び第四十八条において同じ。）は、次の各号のいずれかに該

当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原

子力規制委員会に報告しなければならない。 

一 使用済燃料の盗取又は所在不明が生じたとき。 

二 使用済燃料貯蔵施設の故障があった場合において、当該故障に係る修理のた

め特別の措置を必要とするとき。 

三 使用済燃料貯蔵施設の故障により、使用済燃料等を限定された区域に閉じ込

める機能、外部放射線による放射線障害を防止するための放射線の遮蔽機能、

使用済燃料等の崩壊熱を除去する機能若しくは使用済燃料貯蔵施設における火

災若しくは爆発の防止の機能を喪失し、又は喪失するおそれがあるとき。 

四 使用済燃料貯蔵施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状

の放射性廃棄物の排気施設による排出の状況に異状が認められたとき又は液体

状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。 

五 気体状の放射性廃棄物を排気施設によって排出した場合において、周辺監視

区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第三十五条第四号の濃度限度を超えた

とき。 

六 液体状の放射性廃棄物を排水施設によって排出した場合において、周辺監視

区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第三十五条第六号の濃度

限度を超えたとき。 

七 使用済燃料等が管理区域外で漏えいしたとき。 

八 使用済燃料貯蔵施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、使用済

燃料等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき

（漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じた

とき又は漏えいした物が管理区域外に広がったときを除く。）を除く。 

イ 漏えいした液体状の使用済燃料等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置

された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき。 

ロ 気体状の使用済燃料等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る

換気設備の機能が適正に維持されているとき。 

ハ 漏えいした使用済燃料等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽

微なとき。 



九 使用済燃料が臨界に達し、又は達するおそれがあるとき。 

十 使用済燃料貯蔵施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区

域に立ち入る者について被ばくがあったときであって、当該被ばくに係る実効

線量が放射線業務従事者にあっては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外

の者にあっては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。 

十一 放射線業務従事者について第三十条第一項第一号の線量限度を超え、又は

超えるおそれのある被ばくがあったとき。 

十二 前各号のほか、使用済燃料貯蔵施設に関し、人の障害（放射線障害以外の

障害であって入院治療を必要としないものを除く。）が発生し、又は発生するお

それがあるとき。 

 

  



別添３ 

 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第６２条の３の規定に 

基づく使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第４３条の１３の規定による原子 

力規制委員会への事故故障等の報告に関する解釈 

 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第６２条の３の規定に

基づく使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第４３条の１３の規定による原子力

規制委員会への事故故障等の報告に関する解釈を別添のとおり定める。 

 

 

附 則 

この規程は、核燃料物質の使用等に関する規則等の一部を改正する規則の施行

の日（令和６年５月３０日）から施行する。 
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